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(57)【要約】
【課題】履歴表示の分かりやすさを向上させること。
【解決手段】複数種の特別遊技のうち、いずれの特別遊
技に当選したのかを報知する報知演出を実行する演出実
行手段と、既に当選した特別遊技の履歴を、履歴図柄１
１～１３（２１１、２１２、２２１、２２２、２３１、
２３２）を用いて示す履歴表示手段と、を備え、前記報
知演出として、複数種の演出が設定されており、前記履
歴表示手段が表示する前記履歴図柄１１～１３（２１１
、２１２、２２１、２２２、２３１、２３２）は、当選
した特別遊技の種類が同じものであれば、異なる種類の
報知演出を経た場合であっても、少なくとも一部が同一
の態様となるように設定される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種の特別遊技のうち、いずれの特別遊技に当選したのかを報知する報知演出を実行
する演出実行手段と、
既に当選した特別遊技の履歴を、履歴図柄を用いて示す履歴表示手段と、
を備え、
　前記報知演出として、複数種の演出が設定されており、
　前記履歴表示手段が表示する前記履歴図柄は、当選した特別遊技の種類が同じものであ
れば、異なる種類の報知演出を経た場合であっても、少なくとも一部が同一の態様となる
ように設定されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記履歴表示手段が表示する前記履歴図柄は、当選した特別遊技の種類が同じものであ
れば、異なる種類の報知演出を経た場合であっても、全体が同一の態様となるように設定
されることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記履歴表示手段が表示する前記履歴図柄は、
当選した特別遊技の種類と報知演出の種類の両方が同じであれば全体が同一の態様となり
、
当選した特別遊技の種類は同じであるが異なる種類の報知演出を経た場合であれば、一部
が同一の態様となる
ように設定されることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記報知演出は、特別遊技に当選したことが確定した後、その種類を報知する演出であ
ることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特別遊技の履歴を表示することが可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１等に記載されるように、過去の大当たり履歴を表示することが可能な遊
技機が種々知られている。特許文献１は、大当たりとなったことを報知した図柄に対応す
る履歴図柄が表示される（７の三つ揃いで大当たりが報知されたのであれば、７が履歴図
柄として表示される）ものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１５２２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　大当たりとなったことを報知する図柄に対応する履歴図柄を表示する構成では、大当た
りの種類（いわゆる確変大当たりか否かや、大当たりのラウンド数がどのようなものであ
ったか等）が分かりにくい。
【０００５】
　本発明は、遊技機の履歴表示の分かりやすさを向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、複数種の特別遊技のうち
、いずれの特別遊技に当選したのかを報知する報知演出を実行する演出実行手段と、既に
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当選した特別遊技の履歴を、履歴図柄を用いて示す履歴表示手段と、を備え、前記報知演
出として、複数種の演出が設定されており、前記履歴表示手段が表示する前記履歴図柄は
、当選した特別遊技の種類が同じものであれば、異なる種類の報知演出を経た場合であっ
ても、少なくとも一部が同一の態様となるように設定されることを特徴とする。
【０００７】
　上記本発明にかかる遊技機は、当選した特別遊技の種類が同じであれば、その特別遊技
の報知演出が異なるものであっても、履歴図柄の少なくとも一部が同一の態様となる。つ
まり、遊技者は、履歴図柄の少なくとも一部の態様を見ることによって、既に実行された
特別遊技の種類を判別することが可能となる。
【０００８】
　前記履歴表示手段が表示する前記履歴図柄は、当選した特別遊技の種類が同じものであ
れば、異なる種類の報知演出を経た場合であっても、全体が同一の態様となるように設定
されるようにするとよい。
【０００９】
　このような構成とすることで、特別遊技の種類が同じであれば、それに対応する履歴図
柄の態様が全く同じとなるから、既に実行された特別遊技の種類の判別をより容易にする
ことが可能である。
【００１０】
　前記履歴表示手段が表示する前記履歴図柄は、当選した特別遊技の種類と報知演出の種
類の両方が同じであれば全体が同一の態様となり、当選した特別遊技の種類は同じである
が異なる種類の報知演出を経た場合であれば、一部が同一の態様となるように設定される
ようにしてもよい。
【００１１】
　このような構成とすることで、同じ報知演出を経た同じ種類の特別遊技と、異なる報知
演出を経た同じ種類の特別遊技を判別することが可能となる。さらに言えば、特別遊技の
種類だけでなく、報知演出の種類を判別することが可能となる。
【００１２】
　前記報知演出としては、特別遊技に当選したことが確定した後、その種類を報知する演
出が例示できる。　
【発明の効果】
【００１３】
　本発明にかかる遊技機によれば、履歴表示の分かりやすさを向上させることが可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】第一報知演出を説明するための図である。
【図３】第二報知演出を説明するための図である。
【図４】第一制御例で用いる履歴図柄を示した図である。
【図５】第一制御例のフローチャートである。
【図６】第一制御例で制御される履歴表示の流れの一例を示した図である。
【図７】第二制御例で用いる履歴図柄を示した図である。
【図８】第二制御例のフローチャートである。
【図９】第二制御例で制御される履歴表示の流れの一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【００１６】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
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り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。
【００１７】
　遊技領域９０２には、表示装置９１、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口な
どが設けられている。かかる表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成された
開口９０１を通じて視認可能となる領域である。なお、図２、３、６、９においては、表
示領域９１１を大まかに記載するが、その形状等は適宜変更可能である（開口９０１の形
状や大きさ、表示装置９１自体の形状や大きさを変更することで表示領域９１１の形状等
を変更することができる）。
【００１８】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１９】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００２０】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００２１】
　本実施形態において、大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定
手段が始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口
は複数種類設けられていてもよい）。具体的には、始動入賞口９０４への遊技球の入賞を
契機として乱数源から数値が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの数値と同じ
である場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。
【００２２】
　本実施形態にかかる遊技機１では大当たりに当選したことによって実行される大当たり
遊技（本発明における特別遊技に相当する）として、複数種の大当たり遊技が設定されて
いる。その種類の数や区別の仕方は適宜変更可能であるが、本実施形態では、大当たり遊
技中に獲得できる賞球（いわゆる出玉）の期待値（期待出玉）と、大当たり遊技終了後の
遊技状態が遊技者にとって有利なものとなるかどうかとによって各大当たり遊技（特別遊
技）を区別する。端的に言えば、大入賞口９０６が開放状態となる回数を示す公知のラウ
ンド数（ラウンド数が多いほど期待出玉が多い）と、大当たり遊技終了後に高確率状態に
移行するか否かで区別する。以下では、本実施形態にかかる遊技機１の大当たり遊技とし
て、１６ラウンド確率変動大当たりに当選したことによって実行される遊技（以下、第一
特別遊技と称することもある）、４ラウンド確率変動大当たりに当選したことによって実
行される遊技（以下、第二特別遊技と称することもある）、４ラウンド通常大当たりに当
選したことによって実行される遊技（以下、第三特別遊技と称することもある）、の三種
類が設定されているものとして説明する。
【００２３】
　また、本実施形態にかかる遊技機１は、大当たり遊技（特別遊技）の種類を報知する複
数種の報知演出が実行可能である（当該報知演出を実行する手段が本発明における報知演
出実行手段に相当する）。当該報知演出は、高確率状態（いわゆる確率変動状態）の遊技
中に実行される。具体的には、いずれかの大当たりに当選したことが確定した（報知され
た）後、当該大当たりが上記第一特別遊技～第三特別遊技のいずれであるかを報知するた
めに報知演出を実行する。
【００２４】
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　本実施形態では、図２に示すように、複数の数字図柄のうち、７図柄が揃えば第一特別
遊技、７以外の奇数図柄が揃えば第二特別遊技、偶数図柄が揃えば第三特別遊技であるこ
とが報知される第一報知演出と、図３に示すように、複数の英文字図柄のうち、Ｖが揃え
ば第一特別遊技、Ｆが揃えば第二特別遊技、それ以外の図柄が揃えば第三特別遊技である
ことが報知される第二報知演出が設定されている。
【００２５】
　なお、報知演出の具体的な態様はどのようなものであってもよい。例えば、味方キャラ
クタと敵キャラクタが戦い、味方キャラクタが勝利した場合には遊技者にとって有利な特
別遊技が実行されることとなる演出や、味方キャラクタが何かにチャレンジにして成功し
た場合には遊技者にとって有利な特別遊技が実行されることとなる演出等、遊技者が演出
態様の違いを判別することができるものであれば、どのようなものであってもよい（報知
演出の結果だけでは、どの特別遊技に当選したのか即座に判別することができない場合に
特に有効である）。また、このような報知演出は、複数設定されていればよく、本実施形
態のように二つの報知演出が設定されていてもよいし、三つ以上の報知演出が設定されて
いてもよい。また、複数種の報知演出のうちのいずれで報知するかを、遊技者が任意に選
択可能な構成としてもよいし、自動的に設定される構成としてもよい。
【００２６】
　本実施形態にかかる遊技機１は、高確率状態（いわゆる確率変動状態）や時間短縮遊技
状態（抽選確率は低確率であるが始動入賞口９０４に遊技球が入賞しやすくなっている状
態）が継続している間（大当たりに連続で当選している間）は、既に当選した大当たり遊
技（消化し終わった大当たり遊技）の種類を示す履歴表示がなされる。履歴表示は、履歴
図柄を表示装置９１（表示領域９１１）に表示するものである（当該履歴図柄を表示装置
９１に表示する手段が、本発明における履歴表示手段に相当する）。各履歴図柄は、既に
当選した大当たり遊技のそれぞれに対応するものであって、本実施形態では古い大当たり
遊技に対応するものから順に並ぶ。なお、履歴図柄の表示を開始するタイミング、履歴図
柄の表示を終了するタイミング、履歴図柄を表示している期間（大当たり遊技中のみ表示
する等）は適宜設定可能である。
【００２７】
　以下、かかる履歴図柄の制御例（第一制御例、第二制御例）について説明する。第一制
御例は、表示される履歴図柄の態様が、当選した大当たり遊技の種類によって決まるもの
である。図４に示すように、第一特別遊技に当選したことを示す履歴図柄は第一履歴図柄
１１（本実施形態では金の文字が四角で囲まれたマーク）であり、第二特別遊技に当選し
たことを示す履歴図柄は第二履歴図柄１２（本実施形態では銀の文字が四角で囲まれたマ
ーク）であり、第三特別遊技に当選したことを示す履歴図柄は第三履歴図柄１３（本実施
形態では黒の文字が四角で囲まれたマーク）である。第一制御例では、かかる履歴図柄の
態様は、大当たりを報知するために実行された報知演出が第一報知演出であったか第二報
知演出であったかによらず、当選した大当たり遊技の種類が同じであれば、同じ態様であ
る。つまり、第一報知演出を経て第一特別遊技に当選した場合、第二報知演出を経て第一
特別遊技に当選した場合のいずれであっても、当該大当たり遊技に対応する履歴図柄とし
て第一履歴図柄１１が表示される。
【００２８】
　第一制御例の処理フローの一例は図５に示す通りである。大当たり遊技（特別遊技）が
発生したことが判断された場合（Ｓ１－１「Ｙｅｓ」）には、当該大当たり遊技の種類を
判断する。第一特別遊技であった場合（Ｓ１－２「Ｙｅｓ」）には、大当たり遊技終了後
に表示する履歴図柄として第一履歴図柄１１を設定する（Ｓ１－３）。第二特別遊技であ
った場合（Ｓ１－４「Ｙｅｓ」）には、大当たり遊技終了後に表示する履歴図柄として第
二履歴図柄１２を設定する（Ｓ１－５）。第三特別遊技であった場合（Ｓ１－４「Ｎｏ」
）には、大当たり遊技終了後に表示する履歴図柄として第三履歴図柄１３を設定する（Ｓ
１－６）。このように、本制御例では、当選した大当たり遊技の種類のみに着目して、当
該大当たり遊技に対応する履歴図柄の態様を決定する。大当たり遊技の種類を報知するに
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際し実行された報知演出の種類は、履歴図柄の態様の決定に影響を与えない。
【００２９】
　このような第一制御例を採用すれば、特別遊技の種類が同じであれば、それに対応する
履歴図柄の態様が全く同じとなるから、既に実行された特別遊技の種類の判別を容易にす
ることが可能である。
【００３０】
　例えば、図６に示すように、第二報知演出でＦ図柄の三つ揃い（図６（ａ）参照）で第
二特別遊技に当選したことを示す履歴図柄と、第一報知演出で３図柄の三つ揃い（図６（
ｅ）参照）で第二特別遊技に当選したことを示す履歴図柄は、第二履歴図柄１２で同じで
ある（図６（ｂ）（ｆ）参照）。途中、当選した第一特別遊技（図６（ｃ）参照）は第一
履歴図柄１１（図６（ｄ）（ｆ）参照）で示されるため、それと区別することも可能であ
る。
【００３１】
　一方、第二制御例は、履歴図柄の態様の決定に影響を与える因子として、大当たり遊技
（特別遊技）の種類だけでなく、大当たり遊技の種類を報知するに際し実行された報知演
出の種類が設定されたものである。図７に示すように、第一報知演出を経て第一特別遊技
に当選したことを示す履歴図柄は第一履歴図柄Ａ２１１（本実施形態では金の文字が四角
で囲まれたマーク）であり、第二報知演出を経て第一特別遊技に当選したことを示す履歴
図柄は第一履歴図柄Ｂ２１２（本実施形態では金の文字が丸で囲まれたマーク）であり、
第一報知演出を経て第二特別遊技に当選したことを示す履歴図柄は第二履歴図柄Ａ２２１
（本実施形態では銀の文字が四角で囲まれたマーク）であり、第二報知演出を経て第二特
別遊技に当選したことを示す履歴図柄は第二履歴図柄Ｂ２２２（本実施形態では銀の文字
が丸で囲まれたマーク）であり、第一報知演出を経て第三特別遊技に当選したことを示す
履歴図柄は第三履歴図柄Ａ２３１（本実施形態では黒の文字が四角で囲まれたマーク）で
あり、第二報知演出を経て第三特別遊技に当選したことを示す履歴図柄は第三履歴図柄Ｂ
２３２（本実施形態では黒の文字が丸で囲まれたマーク）である。
【００３２】
　このように、本制御例では、当選した大当たり遊技（特別遊技）の種類が同じであれば
、履歴図柄の一部の態様が共通する（同一である）ものとなる。本実施形態では、第一特
別遊技に当選したことを示す履歴図柄（第一履歴図柄Ａ２１１および第一履歴図柄Ｂ２１
２）は「金」の文字を有することで共通しており、第二特別遊技に当選したことを示す履
歴図柄（第二履歴図柄Ａ２２１および第二履歴図柄Ｂ２２２）は「銀」の文字を有するこ
とで共通しており、第三特別遊技に当選したことを示す履歴図柄（第三履歴図柄Ａ２３１
および第三履歴図柄Ｂ２３２）は「黒」の文字を有することで共通している。
【００３３】
　また、当選した大当たり遊技（特別遊技）を報知する報知演出の種類が同じであれば、
履歴図柄の一部の態様が共通する（同一である）ものとなる。本実施形態では、第一報知
演出を経て報知された特別遊技を示す履歴図柄（第一履歴図柄Ａ２１１、第二履歴図柄Ａ
２２１および第三履歴図柄Ａ２３１）は「四角」の囲みを含む態様であることで共通して
おり、第二報知演出を経て報知された特別遊技を示す履歴図柄（第一履歴図柄Ｂ２１２、
第二履歴図柄Ｂ２２２および第三履歴図柄Ｂ２３２）は「丸」の囲みを含む態様であるこ
とで共通している。
【００３４】
　つまり、ある特別遊技に当選したことを示す履歴図柄と、それとは別の特別遊技に当選
したことを示す履歴図柄の全体の態様が完全に同一となるのは、当選した特別遊技の種類
が同じであり、かつ、当該特別遊技に当選したことを報知した報知演出の種類が同じであ
る場合である。一方、ある特別遊技に当選したことを示す履歴図柄と、それとは別の特別
遊技に当選したことを示す履歴図柄の一部の態様が同一である場合には、当選した特別遊
技の種類が同じであり、当該特別遊技に当選したことを報知した報知演出の種類が異なっ
ている場合か、または当選した特別遊技の種類が異なり、当該特別遊技に当選したことを
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報知した報知演出の種類が同じである場合である。本制御例では、「文字」の種類が同じ
であることが当選した特別遊技の種類が同じであることを示し、「囲み」の種類が同じで
あることが報知演出の種類が同じであることを示す。当選した特別遊技の種類が知りたい
場合には、「文字」の種類にのみ着目することで、当該特別遊技の種類を判別することが
可能である。
【００３５】
　なお、履歴図柄における共通する態様（同じ態様）は、文字、形、色、これらの複合等
、図柄の構成要素であって、遊技者が共通しているということを判別できるものであれば
どの要素で構成してもよい。
【００３６】
　第二制御例の処理フローの一例は図８に示す通りである。大当たり遊技（特別遊技）が
発生したことが判断された場合（Ｓ２－１「Ｙｅｓ」）には、当該大当たり遊技を報知し
た報知演出の種類を判断する。第一報知演出によって報知された場合（Ｓ２－２「Ｙｅｓ
」）には、その第一報知演出によって報知された大当たり遊技の種類を判断する。第一特
別遊技であった場合（Ｓ２－３「Ｙｅｓ」）には、大当たり遊技終了後に表示する履歴図
柄として第一履歴図柄Ａ２１１を設定する（Ｓ２－４）。第二特別遊技であった場合（Ｓ
２－５「Ｙｅｓ」）には、大当たり遊技終了後に表示する履歴図柄として第二履歴図柄Ａ
２２１を設定する（Ｓ２－６）。第三特別遊技であった場合（Ｓ２－５「Ｎｏ」）には、
大当たり遊技終了後に表示する履歴図柄として第三履歴図柄Ａ２３１を設定する（Ｓ２－
７）。一方、Ｓ２－２において、第二報知演出によって報知されたと判断された場合（Ｓ
２－２「Ｎｏ」）には、その第二報知演出によって報知された大当たり遊技の種類を判断
する。第一特別遊技であった場合（Ｓ２－８「Ｙｅｓ」）には、大当たり遊技終了後に表
示する履歴図柄として第一履歴図柄Ｂ２１２を設定する（Ｓ２－９）。第二特別遊技であ
った場合（Ｓ２－１０「Ｙｅｓ」）には、大当たり遊技終了後に表示する履歴図柄として
第二履歴図柄Ｂ２２２を設定する（Ｓ２－１１）。第三特別遊技であった場合（Ｓ２－１
０「Ｎｏ」）には、大当たり遊技終了後に表示する履歴図柄として第三履歴図柄Ｂ２３２
を設定する（Ｓ２－１２）。
【００３７】
　このような第二制御例を採用すれば、履歴表示によって示される当選した各特別遊技の
内容は、履歴図柄の一部（本例では文字部分）が共通するかどうかによって同種のものか
判別することが可能であるし、当該共通部分によって特別遊技の種類を判別することも可
能である。また、本制御例では、特別遊技の種類を報知した報知演出の種類も、履歴図柄
の別の一部（本例では文字を囲む囲み部分）が共通するかどうかによって同種のものか判
別することが可能であるし、当該共通部分によって種類を判別することも可能である。
【００３８】
　例えば、図９に示すように、第二報知演出でＶ図柄の三つ揃い（図９（ａ）参照）で第
一特別遊技に当選したことを示す履歴図柄と、第一報知演出で７図柄の三つ揃い（図９（
ｅ）参照）で第一特別遊技に当選したことを示す履歴図柄は、「金」の文字を含む点で共
通するものの、当該文字を囲む囲みの態様が四角と丸で異なる（図９（ｂ）（ｆ）参照）
。遊技者は、文字の部分にとって当選した特別遊技の異同を判断することが可能である。
途中当選した第三特別遊技（図９（ｃ）参照）は、文字の部分の態様が異なる（図９（ｄ
）（ｆ）参照）ため、当該文字の部分によって当選した特別遊技が異なるものであったこ
とを理解することが可能である。
【００３９】
　以上説明した、第一制御例、第二制御例のいずれの場合においても、当選した特別遊技
の種類が同じものであれば、当該特別遊技の種類を報知する報知演出の種類がどのような
ものであっても、履歴図柄の少なくとも一部（本実施形態では文字部分）の態様は同じに
なることとなる。したがって、遊技者は当該部分を見ることによって、当選した特別遊技
の種類を判別することが可能である。本実施形態では、報知演出の種類の数は二つ（第一
報知演出および第二報知演出）であるが、報知演出の数が増加しても、容易に特別遊技の
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【００４０】
　また、第二制御例では、当選した特別遊技の種類が同じであるものの、特別遊技の種類
を報知する報知演出が異なるものであったことを判別することが可能である。特別遊技の
種類が異なっていても、報知演出の種類が同じであったことを判別することも可能である
。
【００４１】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４２】
　上記実施形態では、履歴図柄の表示を終了するタイミング（任意に設定可能である）ま
で履歴図柄を表示し続けることを説明したが、特別遊技の種類を示す最も新しい履歴図柄
から所定数の履歴図柄のみを示し、古くなった履歴図柄を削除していく構成としてもよい
。例えば、新しいものから最大三つの履歴図柄を表示し、新しい特別遊技が実行される度
に、古くなったものを削除していく構成としてもよい。このようにすれば、表示する履歴
図柄の数が少なくなるため、記憶容量の削減等に資することとなる。
【００４３】
　上記実施形態では、大当たり遊技中に獲得できる賞球（いわゆる出玉）の期待値（期待
出玉）と、大当たり遊技終了後の遊技状態が遊技者にとって有利なものとなるかどうかと
によって各大当たり遊技（特別遊技）を区別することを説明したが、当該区別の手法はこ
れに限られない。大当たり遊技（特別遊技）の終了後、いわゆる時間短縮遊技（始動入賞
口９０４に遊技球が入賞しやすい遊技状態）となるか否か等、別の概念を区別する一要素
としてもよい。基本的には、ある大当たり遊技（特別遊技）が遊技者に与える利益の大き
さに基づいて判断すればよい。
【００４４】
　上記実施形態は、各種演出を実行するメインの表示装置９１（表示領域９１１）に履歴
図柄が表示されるものであるが、履歴図柄を表示する表示装置がメインの表示装置とは異
なるものであってもよい。すなわち、履歴図柄が表示される表示装置はどのようなもので
あってもよい。履歴図柄が表示される専用の表示装置が設けられたものであってもよい。
【００４５】
　上記実施形態では、いわゆる大当たり遊技を履歴表示がなされる特別遊技として設定し
ているが、当該特別遊技に相当するものは大当たり遊技に限られない。例えば、開放状態
にあるときに所定の入賞口に遊技球が入賞しやすい状態となる開閉部材（いわゆる電チュ
ー）が設けられた遊技機において、当該開閉部材が開放する遊技（複数種の開放態様が設
定される）を特別遊技として、それを履歴図柄によって表示する構成にも同様の技術思想
が適用可能である。
【符号の説明】
【００４６】
１　遊技機
１１　第一履歴図柄
１２　第二履歴図柄
１３　第三履歴図柄
２１１　第一履歴図柄Ａ
２１２　第一履歴図柄Ｂ
２２１　第二履歴図柄Ａ
２２２　第二履歴図柄Ｂ
２３１　第三履歴図柄Ａ
２３２　第三履歴図柄Ｂ
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